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第３章 土 工 

1 切取り法面の勾配に関する規制及び基準 
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〈参考 2〉 

 

 

 

 

※ 掘削作業の注意事項 

 ・一人作業の禁止（掘削作業者以外の者が土の動きを監視する） 

 ・掘削面の高さが２ｍ以上になる場合は、「地山の掘削作業主任者」が指揮する。 

 ・降雨時は地盤が緩んでいるので作業は中止する。 

 ・掘削幅は必要以上に拡大しない。 

 ・土質に合った勾配をとる。 

 ・すかし（えぐり）堀はしない。 

 ・地下埋設物には損傷を与えないように注意し、露出した時は適切な防護措置をする。 

 ・掘削深さが１．５ｍを超える場合は矢板にて土留工をする。 

 


